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 尊重してゐる。 尊重してみる。 2 3

取消さるべきものと信するから 取消さるべきものと信ずるから 2 5

同一ナルコトヲ証明スルダケデ、被
告人ニ於テ右液体ガメタノールデア
ツタコト乃至メタノールトメチルア
ルコールトガ同一デアルコトヲ認識

同一ナルコトヲ認識 3 1

認むるに妨げない。 認むるに妨げない、 3 8

ト言ハレタト述ヘタトコロ ト言ハレタト述ベタトコロ 4 6

調書ガ出来タノデアリマス」 調書がガ出来タノデアリマス」 4 7

アルコールヲ罐ヲ開ケ アルコール罐ヲ開ケ 4 13

と云うのであるが、 と云うのであるが 5 1

譲渡シ」タコト、及ビ 譲渡シ」タコト及ビ 5 24

証明せられるのであつて、 証明せられるのであつで、 6 11

然ラバ原判決 然ラハ原判決 6 18

 退官に付署名捺印 差支に付署名捺印 7 16

 


